
区の事業ではありません。
参加申込みや問合せ等は
各団体の連絡先へ。

区民の

ひろばひろば 掲載対象

区内在住者を主な構成員とする団体で、区内で活動しているもの（営利目的、宗
教・政治活動に関係するものは掲載不可。 同一団体・同一人からの申込みによる
掲載は6か月に1度（区の後援事業を除く・要問合せ）。掲載料は無料。掲載した内
容は区のホームページにも掲載）。期日の定めがある催し物・同窓会等の申込み
は掲載希望号の発行日の1か月前（土・日曜、祝・休日の場合は翌開庁日）必着。

※掲載の申込方法等詳しくは、区のホームページをご覧いただくか、お問い合わ
せください。※区公共施設利用案内システム「けやきネット」で予約する施設を会
場とする催し物等は、申込内容を、当該利用施設を管理する所管課に提供し、施
設の利用に関して確認をする場合があります。
問 広報広聴課 ☎5432-2009 FAX 5432-3001

▶区のおしらせの1月15日の発行はありません。

●「区民のひろば」欄に掲載の催し物等についても、変更となる場合がありますので、事前に各団体へお問い合わせください。 7

（♣は区の後援事業）
◆親子三世代で作る正月飾り
12/27㈫12時半～16時　昭和信用金庫本店（北
沢1-38）　1800円　電話またはメールで新野睦
会・大 澤（☎090-3691-5786 Okina50@
yahoo.co.jp）先着30組60人
♣梅ヶ丘ジュニアオーケストラ
第12回定期演奏会
12/27㈫14時から三鷹市芸術文化センター

（三鷹市上連雀6-12）　ホームページで同会・
坂田（☎080-4721-0344）
◆第35回世田谷教員演奏会「アダージョ」
12/27㈫15～19時　成城ホール（同会☎
3482-6586松井）

◆東京都弓道連盟第二地区世田谷支部（和弓）
毎週①火・木曜18～21時②土曜12～18時　
主に総合運動場　入：1500円　月：千円（☎
090-1540-8462小中）
◆混声合唱団 海
毎週火曜12時半～14時半　主に経堂地区会館　
入：千円　月：5千円（☎・ FAX3483-8845
konseigasshodan.umi@gmail.com田久保）
◆あんさんぶる・らら（女声合唱）
毎週土曜午前　主に烏山区民センター　月：
3千円（☎3309-7731山崎）
◆コロナを避ける「気功体操」をしませんか
月4回木曜10～12時　主にデイ・ホーム世田
谷（世田谷4-15）　月：千円（☎3414-2794野村）

♣会長杯争奪ボウリング大会
1/9㈷9～11時半　オークラランドボウリング場

（桜3-24）　2千円　12/25～1/4に要申込（世
田谷区ボウリング連盟☎3482-2194野中）
◆木のぬくもりコンサート
1/15㈰13～14時、16～17時　オーキッドミュー
ジックサロン（ 玉 川2-2）　3500円　 ホーム
ページでO

オプティ

pti・寺田（☎080-1106-1838 HP

https://forms.gle/d5E4thYZAK1qNLHZ6） 
♣第72回世田谷区卓球選手権大会（60・70・
80代）
1/21㈯9時15分～17時　総合運動場体育館　
参加費要問合せ　12/23までにメールで世田
谷区卓球連盟・斉藤（☎090-7175-9721 
info@sttf.jp）

催し物催し物 ◆ラブリー用賀（シニアの健康保持のための体操）
第1～3土曜10時半～11時半　主に用賀地
区会館　月：1500円（☎3700-0563水谷）
◆中国語サークル（上野毛）
毎週土曜10～12時　主に上野毛地区会館　
参加費要問合せ（☎090-4067-6627三浦）
◆フレンズ（社交ダンス）
第1・3日曜12時半～ 14時半　主に松沢区
民集会所　1回千円（☎3329-4166片桐）
◆世界名曲女声合唱団（クラシック・合唱組曲等）
月4回土曜14～15時半　主に三軒茶屋区
民 集 会 所　 入：1500円　1回1200円（ ☎
3300-8442池田）
◆四季クラブ（健康体操）
毎週水曜15～16時半　主にひだまり友遊会館　
入：500円　月：900円（☎090-1268-8290古野）

令和4年（2022年）12月15日
区役所 〒154-8504 世田谷4-21-27　HP https://www.city.setagaya.lg.jp/ せたがやコール ☎03-5432-3333  FAX03-5432-3100

4年度第4回世田谷区生涯大学
公開文化講演会

テーマ／終活から集活へ～「つながり」を意識する
日 1月21日㈯午後1時30分～3時
場 せたがや がやがや館
講 星野哲（立教大学大学院講師）
備 詳しくは、区のホームページをご覧ください。
手話通訳あり。
担当＝市民活動推進課
申1月5～16日に、電話またはファクシミリ（記
入例3面。手話通訳の要否、区外在住者は勤務先・
通学先、生涯大学受講生または修了生はその旨
も明記）で せたがやコールへ　先着45人

筑駒アカデメイア公開講演会
（オンデマンド配信）

テーマ／大学教員のお仕事：マッチングマーケッ
トデザイン研究からの現場レポート
配信期間／ 2月18～26日
講 小島武仁（東京大学大学院経済学研究科教
授）、安田洋祐（大阪大学大学院経済学研究科
教授）
備 受講方法等詳しくは、ホームページ（HP後記
URL）をご覧ください。
担当＝生涯学習・地域学校連携課
申1月27日までに、ホームページ（ HPhttps://
www.komaba-s.tsukuba.ac.jp/akademeia/）

から申込み ※申込みはオンラインのみ。
問 筑波大学附属駒場中・高等学校筑駒アカデメイア担当
☎3411-8521 FAX 3411-8977

土と農の交流園講座
～クリスマスローズ講座
日 1月21日㈯午前10時～正午
場 東京農業大学グリーンアカデミー
講 金子明人（東京農業大学グリーンアカデミー講師）
担当＝市民活動推進課
申12月21日（消印）までに、ハガキ（記入例3
面）で東京農業大学グリーンアカデミー (〒156-
0054 桜 丘3-9-31 ☎5477-2561 FAX 5477-
2647）へ　抽選30人 ※申込みはハガキのみ。
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今年、区制90
周年を迎えた

世田谷区。

まちの歴史とと
もに姿を変えた

、

かつての風景
を振り返ります

。

尾山台の商店街尾山台の商店街
1961 2022

　昭和4年（1929年）に東急大井町線（大
井町～二子玉川間）が開通し、良好な住
宅街として発展してきた尾山台周辺。尾
山台駅が開設されると、駅前に商店が並
び始め、複数の商店街ができました。現
在では、スイーツ店やカフェなどが点在
する中、昔ながらの雰囲気を残した惣菜
店や精米店など様々な店舗があり、ふれ
あいの場、憩いの場として多くの人に親
しまれています。問広報広聴課 ☎5432-2009 FAX5432-3001

会員募集会員募集

　世田谷にふるさと納税を　世田谷にふるさと納税を～ふるさと納税による皆様からの応援をお待ちしています～ふるさと納税による皆様からの応援をお待ちしています

問経営改革・官民連携担当課 ☎5432-2190 FAX5432-3047

　ふるさと納税は、モノをもらうだけの制度ではありません。まちをよくする仕組みです。区民の方が世田谷区へ寄附した場合、国の制度上、返礼
品はお贈りできませんが、税金の控除対象となり、ご自分の税金の使い道の一部を決めることにつながります。

●下北沢駅前広場プロジェクト
　～ Welcome! We L♡VE! シモキタ!
　皆様からいただいた寄附金は、ケヤキ並木をはじめとした街路樹やベ
ンチなど駅前の環境づくりに幅広く活用します。
　寄附者の方には、ご希望に応じて下北沢駅前広場の舗装ブロックにお名
前を入れて顕彰します。こちらの「名入れブロック」は区民の方もお選びい
ただけます。好評につき、今後寄附いただいた方の名入れは6年度となります。

●医療的ケア児とその家族への支援に寄附を募っています
　医療的ケア児の保護者は、介護や医療的ケアに追われ、いつも忙しく
過ごしています。一方で、保護者が医療的ケア児にかかりきりになるこ
とで、きょうだいが寂しい気持ちを抱えてい
ることや、災害時の地域との協力関係を築き
にくい等の課題を抱えていることがあります。
　こうした家族をイベントへ招待したり、災
害時の地域とのつながりを築いたりする取組
みを支援するため、皆様からの応援をよろし
くお願いします。

年内の寄附はお早めに
　12月31日までの寄附であることを区が確認したものが4年中
の寄附となり、4年分の所得税や5年度の住民税の控除の対象と
なります。 詳しくは、区のホームページをご覧ください▶


